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 In the first half of our century we saw the emergence of Fordism, rested on the production of 

standardized commodities for mass markets with a largely semi-skilled labor force. This 

dominant economic model encouraged the rise of mass trade unionism based on the collective 

strength on the one hand, and government policies of the Keynesian welfare state on the other 

hand. 

 The main trend in the European industrial relations in the 70s was the integration of trade 

unions in macroeconomic management. 'Neo-corporatism'  or concertation seemed to 

reconcile the increased power and militancy of unions with economic growth and political 

stability. It encouraged the centralization of collective bargaining in exchange for unions 

status and the consolidation of social benefits and statutory employment rights. 

 In the early 80s, intensified global competition, industrial restructuring, flexible production 

systems broke down such arrangements. In consequence we found a shift in teh centre of 

gravity from the national level to that of the firm, and from the political arena back to the 

market, growing the process of decentralizaion of industrial relations practices and driving 

systems of company or  plant—specific regulation. 

In this paper I focus to discuss the shift from the centralized collective bargaining systems to 

that of decetralization across Europe, and then explore an Italian experience of 'Neo-cor-

poratism' in the 70s. I will argue on the crisis of Italian macroeconomic concertation in the 

80s in the next essay.

1問 題の所在一標準化から差異化へ

フォーディズム生産体制か らフレキシブル ・スペ シャライゼイション、ポス トフォーディズム、

フレキシブル大量生産への移行、欠乏動機から差異動機による消費 性向の変化が指摘されてから、

すでに久 しい。大量生産 と大量消費の循環に対応し、それを支えていたのが、わが国では、一律
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平等主義 を背景に労働市場の内部化 と日本型競争システムとしての年功制であり、ヨーロッパで

は、労使関係のネオコーポラティズム、マクロ協調、政治的交換であった。

ネオコーポラティズム1)は 、一国国民経済の枠組み内で、ケインズ型福祉国家政策、完全雇用

を背景に、フォーディズム生産体制の担い手である男子正規雇用者の半熟練工を組織基盤 とする

金属機械産別 を基軸にした労働組合の政治的意思決定(所 得再分配や福祉政策など)へ の制度化

された参加である。 とくに、70年 代の長期化する景気後退期にあって、インフレの抑制 と失業の

回避のための有効な手段 として注 目を浴びた。大量生産 と高生産性の維持 を保証するフォーディ

ズムが支配的な生産システムであり、雇用労働者諸階層の中核である半熟練工の賃金、処遇は、

企業を越えて標準化が、かつ労使紛争の企業外へ と外部化が可能であり、同時に、大量消費の担

い手 としての購買者を育成す る必要性 を充足した。他方、所得 と社会サー ビスの再分配は、半熟

練工の平等主義イデオロギー と合致 したのである。

フォーディズム支配の終焉は、生産、労働組織およびそれに対応する労働力の差異化 を生みだ

し、ネオコーポラティズムの危機、それを支 えた集権化した労使関係(団 体交渉)を 分権化へ、

労働者および労働組合の利害 を差異化、断片化による対立、弱体化をもたらした。平等主義イデ

オロギーを軸に した集合主義が標準化、平準化 を維持したが、この差異化 とその結果の不平等を
「正統化する」(橋本、91、112頁)接 着剤は、差異の基準たる 「公正」原理であるとしても、そ

れを如何に実現するかは未知である。

本稿は、厂紛争 ・多元的」モデルの典型であったイタリアの労使関係が、70年 代後半の 「ネオ

コーポラティズム」モデルへの移行を可能にした要因を、平等主義イデオロギーを中心に考察す

る。イタリアの70年 代は、駐イタ リア米大使が、「ヨーロッパのバングラディッシュ」 と呼んだ

如 く、69年 「暑い秋」以来衰えることない労使紛争 を特徴 としていた。 しか し、その後70年 代末

にコーポラティズムを経験 し、80年代半ば以降の ミクロ協調へ と転換 していく(別 稿で扱 う)。

イタリアの諸事象を考察する前に、団体交渉の集権化 と分権化および今 日の労働者利害の差異化、

断片化の性格を、 ヨーロッパ全体 を視野にいれて検討す る。

2団 体交渉レベルの位相

ネオコーポラティズム研究者、 とくに計量経済学か らのアプローチによって、労使関係の集権

化はネオコーポラティズム体制の代理変数 として扱われることが多かった。80年 代の研究は、主

に安定 したネオコーポラティズムの確立が、如何にその国の経済パフォーマンスに有効に作用す

るかを、失業率、インフレ率、オーカン指標などを使 って、明 らかにした。集権化 ランキングに

関して、70年代末にコーポラティズム化の試みを経験 したとはいえ、ネオコーポラティズム とは

対極の多元主義的団体交渉制度に類型化 されるイタリアは、イギリスとともに経済パフォーマン

スと共にその順位は低い。この種の研究の先駆 をなすシュ ミッターによる集権化度では最下位に

あり、それ以外のランキングでイタリアよ り下位に位置づけられる国は、アメリカ、カナダ、時

には日本などの非ヨーロッパ諸国であった。

労使関係の集権化の程度は、一般に次の諸要因によって測定される。団体交渉および組織の周

辺レベルに対す る中央組織(全 国、産別)の 権力、労使の各組織の傘下組織数 と労使間、各組織

内部の協同と調整の度合い、影響力のあるパターンセッターとしての労働協約の存在が挙げられ

る(SamekLodovici,89)。
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労使関係、団体交渉および紛争のレベル2)は、そもそも労使 ともにその組織を全国展開させ る

能力と必要性 を獲得するまでは、企業ないしは地域の周辺 レベルに限定されていた。労働組合の

組織する対象が熟練工から半熟練工に拡大され、産業別労働組合が発展するにつれ、組合組織は

大規模化 し、全国化 していく。労働市場における規制力、競争力の基礎 となる技能を持たない労

働者の組織は、組織拡大 と組織力の強化を背景に使用者に対する交渉力を高めるしかない。さら

に、労働市場での労働者間競争を低減するためには、企業、地域間格差 を極力抑制 し、賃金、労

働条件の全国的平準化 を目指す必要がある。あるいは、何 らかの最低基準 を法制化するために、

政治的影響力を行使する場合など、何れにせ よ産別組合は、全国規模の組織 を基礎にした団体交

渉の全国的(中 央)レ ベルの確立によって、その存在理由が証明できた。

他方、企業において組合の個別圧力に共同で対抗するため、使用者団体が成立してゆ く。それ

は、労働者およびその代表組織の最大の関心事である賃金問題 を企業か ら隔離す ることによって、

組合の影響力 と紛争を企業から排除することに役だった。同時にそれは、賃金に関する企業間競

争 を緩和することでもあった。半熟練工の賃金と処遇は、標準化、規格化に基づ くフォーディズ

ム生産に対応して、格差を必要 としない平準化 を要求するが、これがその根底にあった。 クロー

チは、これを労使関係の 「ユーロ ・フォーディズム」パターン(Crouch ,94,p.200)と 呼ぶ。すな

わち、企業外の上位 レベルの労使関係の発展およびそれに伴 う事業所からの組合の排除である。3)

そしてその結果、交渉協定や労働者の権利の法的確立に加えて、使用者に有利なマ クロ経済政

策が、長期的に、とくに35年 から50年 にかけて急速に拡大していった(Crouch ,94,p.200)。

クローチ ・モデル(図1/a)は 、労使の相互作用を上位(中 央および産別)レ ベル と下位

(企業)レ ベルの二つに簡素化 し、その時間的経過を見たものである。労使関係に とって何れの

レベルが重要であるかは、労使(お よびその組織)間 の相互作用の量によって測定される。長期

的に全体の相互作用量は変化 しても、短期的には何れか一方のレベルの相互作用量の増加が、他

方のそれの減少 を伴 う場合 もある。下位 レベルは、時代の経過 とともにU字 カーブを、反対に上

位 レベルは、逆U字 カーブを描 く。戦略的行為 に対する労使双方の組織能力は、合理的利益 を論

理的に仮定することか ら派生するのではな く、受け継いだ制度的遺産に依存す る(Crouch ,94,

p.197-9)o

図1/a二 つの交渉 レベルにおける経過的相互行為濃度
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出典:Crouch,94,p.198,201.

図1/b上 位 レ ベ ル 労 使 関 係 シ ス テ ム の 諸 形 態

下 位 レベ ルへ の 相 互 作 用 の 集 中 が 、分 権 化decentralizationを 意 味 す る と して も、 ク ロー チ に

とっ て は 、全 体 の 労使 関 係(ネ オ コー ポ ラ テ ィ ズ ム)を 安 定 的 に機 能 させ るに は 、 分 権 化 は分 節

化articulationで な くて は な ら な い。 分 節 化(関 節 的 結 合)と は、 強 力 な相 互 依 存 関係 が 諸 垂 直

レベ ル を結 合 す る労 働 組 織 の 内 部 構 造 要 件 で あ る。 す な わ ち 、 中 央 の行 為 が 下 位 レベ ル の 同意 に

基 づ き、 そ して 、下 位 レベ ル の 自立 的 行 為 が 、 上 位 レベ ル の コ ン トmル に よ る委 任 の ルー ル と

自由裁 量 の 範 囲 と結合 して い る。'しか し、 それ は階 統 性 とは 決別 して い な くて は な らな い。 分 節

化 の 条件 が 整 う こ とに よ って 、 ネ オ コー ポ ラ テ ィ ズ ム下 の労 働 組 織 内 の 内部 的 緊 張 を克服 す る こ

とが 可 能 とな る(Crouch,93,p.54-5)。 イ タ リア労 働 組 合 の代 表 権 お よ び代 表 能 力 の 危機 は 、

分 権 化 が分 節化 に接 近 しが た い 主体 的 、 客 観 的 要 因 に 負 う。

理 論 的 に(図1/b)、 労 働 組 織 が 強 力 な ほ ど、 企 業 に よ る労 使 関 係 の分 権 化 傾 向 が 顕 著 に な

り、 企 業 レベ ル交 渉 へ の 移 転 が促 進 さ れ る(1、IV、V;IIも)。 労 働 組 織 が 脆 弱 な場 合 、 企 業

に よ る非 組 合 の 人事 戦 略 を展 開 させ る好 機 と考 え る(III、VI)。 使 用 者 が 高 い 調 整 能 力 を維 持 す

る場 合 、上 位 レベ ル の 戦 略 的 範 囲 を犠 牲 にす る傾 向 は小 さい(IV、V)(Crouch,94,p.203)。

さ らに ク ロー チ の検 討 結 果 と して 、 図1/aの 歴 史軌 跡 が最 も適合 的 で あ る のが 、IV、VIお よ

び イ タ リア を除 く1・IIで あ っ た。 モデ ル に適 合 的 で あ っ た 諸 国 で は 、80年 代 に何 れ も上 位 レベ

ル の 打 撃 に よ る企 業 レベ ル へ の 移 行 、す な わ ち経 営 主 導 の個 別 企 業 の 自律 性 を経 験 した。しか し、

上 位 レベ ル の 崩 壊 を伴 っ たの は、 イ ギ リス、 そ して ス ウ ェ ー デ ン(近 年 の 傾 向が 今 後 も継 続 す れ

ば)で あ っ た(Crouch,94,p.218)

VI(ベ ル ギー 、 オ ラ ン ダ、 ス イ ス):か つ て は典 型 的 「ユ ー ロ ・フ ォー デ ィ ズ ム」 型 を維 持 し

て い た 。70年 代 半 ば 以 降 、 労 働 組 合 の弱 体 化 とそ れ に 続 く使 用 者 主 導 の 分 権 化 傾 向 をみ るが 、 企

業 の 自律 性 が 保 証 され る ため 、 既 存 の フ ォー マ ル な構 造 は根 本 的 に 変 わ っ て い な い。V(オ ー ス

トリア、 ドイ ツ):分 権 化 傾 向 は認 め られ るが 、企 業 外 の 上位 レベ ル へ の 挑 戦 圧 力 は小 さい 。ユ ー

ロ ・フ ォ ー デ ィ ズム 期 に 、 労 使 協 議 会 シ ス テ ム は労 使 の相 互作 用 を分 与 し、 か つ 労 使 関係 シス テ

ム 内 に統 合 して い た こ と。 ま た、 集 権 的 調 整 を断 念 す る意 思 の な い 強 力 な使 用 者 団体 の 存在 の影

響 が 大 き い(「 集 権 的分 権 化 」)。IV(ス カ ンデ ィ ナ ビア 諸 国):70年 代 末 よ り組 織 構 造 の 中 央調

一4一



整 力 が 浸 食 さ れ始 め、80年 代 以 来 、使 用 者 に よ る分 権 化 挑戦 を経 験 す るが 、 全 て 中央 使 用 者 団体

の 監 督 の下 で の分 権 化 とい う 「集 権 的分 権 化 」 で あ る。

III(フ ラ ン ス、 スペ イ ン 、 ポ ル トガ ル):全 レベ ル の労 使 関係 お よび 交 渉 制 度 が 法 的 に規 制 さ

れ る フ ラ ン ス で は、80年 代 初 め の 法 改正(企 業 レベ ル に お け る労働 者 との 諮 問 お よび 交 渉 義 務)

は 、 逆 説 的 に使 用 者 に対 し企 業 外 レベ ル労 使 関 係 を 回避 させ る 口実 を与 え た が 、支 部 レベ ル の 団

体 交 渉 の 発 展 を経 験 す る。 スペ イ ン、 ポ ル ドガ ル で は、 政 治 的要 因 に よ って極 め て緩 や か な ネ オ

コー ポ ラ テ ィ ズ ム の試 みが な さ れ て い る(Crouch,93,p.124-292;94 ,p.208-217)。

1・II(イ ギ リス、 イ タ リア、 ア イ ル ラ ン ド):何 れ も70年 代 に 短期 的 ネ オ コー ポ ラテ ィズ ム

を経 験 し た後 、80年 代 始 め に既 存 の交 渉 構 造 が 崩 壊 の危 機 に遭 遇 し、使 用 者 に よ る組 合 攻撃 と主

導 権 の再 獲得 を経 験 す る。 しか し、 その 後 の 英 伊 の経 緯 は分 岐 す る。 イギ リス で は 、政 府 、使 用

者 の組 合 に 対 す る併 合 アプ ロー チ と賃 金 決 定 に関 す る全 国 的調 整 の 試 み が放 棄 され た 。 民 間部 門

の企 業 外 の上 位 レベ ル 交 渉(と くに賃 金)は 消 滅 に近 い衰 退 を き し、既 存 の 労使 関係 が 崩壊 の 危

機 に瀕 した 。そ の結 果 、組 合 が 存 在 す る場 合 、 類 型1か らIIへ 、 そ の他 はIIIへ と移 行 す る。他 方 、

イ タ リア で は 、 レ ジー 二 の い う ミク ロ コー ポ ラ テ ィ ズ ムへ と転 換 して い く。 クロー チ は、 余 りに

も変 化 が 激 しい た め(と くに使 用 者 戦 略)、 類 型1の 維 持 を確 認 で きな い とい う。70年 代 に お け

る英 伊 の一 時 的収 斂 の後 、 イ ギ リス は労 使 関係 の極 端 な分 散 化 と組 合 排 除 に 向か うが、 イ タ リア

は分 節 化 と組 合の併 合 主義 的構 造 へ の 方 向 が 追 求 され る(Crouch,94,p.204-8)。

各 国 に共 通 す る使 用 者 の企 業 レベ ル戦 略 に もか か わ らず 、 各 国が 歩 む道 程 の差 異 化 に影 響 を及

ぼ した要 因 につ い て、 ク ロー チ は次 の よ うに指 摘 す る。

1)上 位 レベ ルへ の法 的 規 制 や 組 合 組 織 の分 節 化 の 歴 史 的 経 緯 と度合 い な ど 「ユー ロ ・フ ォー デ ィ

ズム 」 期 の相 違 が 諸 レベ ル 間 の衝 突 に影 響 を与 え た。

2)60年 代 末 の労 働 者 の草 の根 運 動 の挑 戦 が 強 力 で あ った 国 ほ ど、 経 営 側 が 企 業 レベ ル での 主 導

権 を再 獲 得 す る志 向が 決 定 的 で あ る。(1・II、IV、 フ ラ ン ス)。 ア イル ラ ン ド、 ノル ウ ェー 、 デ

ンマ ー ク、 フ ラ ン ス は その 後 調 停 的 アプ ロー チ に復 帰 す る。 次 節 で 詳 し く検 討 す るが 、 唯 一 の例

外 が イ タ リア で あ る。

3)二 つ の 政 治 的 変 数 の 存 在 。 ネ オ リベ ラル 政 策 へ の移 行 に よっ て使 用 者 を支 え た ニ ュー ラ イ ト

政 権(イ ギ リス 、 ベ ル ギー 、 デ ン マ ー ク、 ドイ ツ 、 ア イル ラ ン ド、 オ ラ ン ダ、 ス ウ ェ ー デ ン)。

そ して 、社 会秩 序 の 安 寧 に 関 して 不安 を抱 く政 府 。 したが っ て、 労 使 関係 調 停 に対 す る全 国機 関

の解 体 よ り強 化 の 方 向 に 向 か い 、 そ れ が 使 用 者 の 戦 闘 性 を抑 制 す る こ とに な る(イ タ リア、 スペ

イ ン;フ ラ ン ス 、 ドイ ツ)。 これ らの 要 因 を考 察 して始 め て て 分 権 化 へ の 各 国 の 多様 な道 程 を理

解 で き る と ク ロー チ は 主 張 す る(Crouch,94,p.218-9)。

3利 害の断片化 と組織境界の動揺

80年代以降に現出した分権化の共通要因は、まずポス トフォーディズム生産体制 とあらゆる市

場の国際化に直面した使用者側の挑戦にある。第二に、それを受容する少なくとも拒否 しえない

労働者側の要因、労働組合(と くに伝統的に支配的であった連合体)の 弱体化 も与っている。そ

れは、労働者およびその代表組織の利害の断片化に起因する。 しか し、労働者階級内部および労

働組合内ないしはその間の利害の対立、紛争は、常に古 くて新 しい問題である。その基本的な対

立軸は、イデオロギー を別にすると賃金および給付などの経済的分配、職務およびその保護、技
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能および雇用上の地位である。その対立の境界線は、主にブルーカラー対ホワイ トカラー、熟練

工対半熟練工、先進地域対発展途上地域あるいはセクター間にあった。

構造的な変化が労働組合の内部的凝集性 を弱体化 し、さまざまな遠心的圧力を解 き放 したこと

は、研究者や組合活動家が認め るところであるが、ハイマンは、 とくに強調 される5つ の緊張を

次のようにまとめている。

1)中 央の組合連合体の権威の喪失 と結合 して、その内部における伝統的な力の均衡が不安定 と

なる。70年 代末のスウェーデンLO内 における金属労組の地位低下。

2)伝 統的にブルーカラーとホワイトカラー とを別個に組織 している国では、ブルーカラー組合

の数的支配が浸食された。80年代末のスウェーデンLOの 全体に占める比率の低下。

3)技 術革新がもたらした新 たな職種に対する組合管轄の境界が曖昧 となり、組合員獲得のため

の組合間競争が発生する。 ドイツDGB内 産別組合間の紛争やスウェーデンエンジニアリングの

ホワイ トカラー対ブルーカラーの敵対。

4)内 部利害の差異化、団体交渉の分権化によって、個別組合内の集権的権威が弱体 となった。

5)製 品および労働市場をめ ぐる厳 しい環境が、新たな利害の分化(雇 用者対失業者、競争セク

ター対保護セクターの労働者、正規雇用者対非正規雇用者、新専門的熟練者対過剰(無)資 格者)

を発生させた(Hyman,94,p.111-2)。

上記の境界区分に加えて、新たなそれが登場 したことになる。この利害の対立、労働者の断片

化は、組合組織に如何なる影 をおとしたのか。かつて60年代末から70年前半にかけての労働者内

の対立は、同一組合内の上下、中央 と周辺のそれとして現出した(Crouch/Pizzorno,78)。 そ

れは、草の根の異議申し立てに典型的に示されるように、組織内の底辺ないしは組織にも組み込

まれていない周辺部分による組織中央指導部への不満、不服従の表明であった。 このような組合

組織内の中央指導層 と底辺労働者、全国本部 と地方支部、 リーダー とフォロアーなどの中心対周

辺の対立として現れた。

それ故に、ゴールデンも指摘するように、周辺にあった分権化への挑戦を労働組織内の集権化

に容易に転化することができた(Golden/Pontusson,92,p.308)。 後にも触れるように、イタ リ

アの暑い秋の余波 を長 らく周辺に残しなが ら、 しか しその異議 申し立てを既存の組合組織に吸収

したことが証明するように、対立は伝統的な組織 とその構造内で生起し収拾 したのである。 した

がってこの時期の対立は、官僚制組織を垂直的に分割 し、すなわち組織を上か ら下へ と横割 りの

境界線をもったことになる。

80年代から今 日までの対立の境界線は、組織を垂直方向へ と縦割 りされ、水平的な分割 となる。

就業者対失業者、新技能職種対旧来の職種従事者あるいは正規雇用者対非正規雇用者のような労

働者間の対立、紛争 もさることなが ら、労働者間の対立は、その利害 を代表する労働組合組織間

の対立、紛争 として主に表現され る。全国連合体間(公 共部門組合対民間部 門組合)、 同一連合

体 内の産別組合間(輸 出産業対国内市場産業、競争セ クター対保護セクター)、 同一産別組合内

の地域ないしは企業支部問(賃 金における利潤分配分の拡大、労働市場の内部化)な ど、その間

の利害対立 とそれに基づ く紛争が激化 して きた。 スウェーデ ンのLO対TCO二SACO/SR

(Re㎞/Viklund,90)は 一番目の、イタリアCOBAS運 動(岩 本、93,94)は 二番 目の典型的事

例である。

ネオコーポラティズムの基軸をなした全国組合連合体は、フォーディズム生産 を中心にした工

業の中核産業(金 属機械、造船、鉱業、鉄道など)の 正規男子労働者を基盤にしていた。団体交
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渉 に お け るか れ ら 自 身 の課 題 や 、 労 働 者 階 級 内 の優 位 性 は 、 足 元 か ら浸 食 され て は い た が 、 少 な

くと も70年 代 まで 問 題 と して顕 在 化 しなか っ た。 しか し、 そ れ まで 全 国 組 合 の 交 渉 課 題 か ら排 除

され て い た労 働 者 集 団 が 、 その 集 団 と して の配 分 の優 先 性 を主 張 す る よ うに な っ た。 同様 に か れ

ら 自身 が 熟練 工 そ して ホ ワ イ トカ ラー に対 して主 張 した場 合(下 か ら上 へ)と 異 な っ て、 こ の主

張 と異 議 は左 右 か らや って き た。

「相 対 的 に保 護 され
、有 利 な イ ンサ イ ダー 層 の 立 場 を確 立 す る組 合 行 為 は 、 よ り広 範 囲 なア ウ

トサ イ ダー 層 の傷 つ きや す さ と不 利 益 を再 生産 し」(Hyman ,94,p.112)、 労働 者 階 級 の 相 対 的 に

恵 まれ た 層 に よる政 策 立案 は、 「ク ラフ トユ ニ オ ン以 来 の 組 合 の歴 史 に 固有 」(Hyman
,92,p.159)

な もの で あ る。 そ して、 「組 織 さ れ て い な い場 合 が 多 く、 組 織 さ れ て い る場 合 で も組 合 の政 策 決

定 に影 響 力 を もた ず 、 組 合 政 策 内 の伝 統 的 歪 み に異 議 を 申 し立 て る こ とが な か っ た」(Hyman
,

94,p.112)ア ウ トサ イ ダー 層 、 す な わ ち ジ ェ ン ダ ー 、 エ スニ シ テ ィー 、 非 正 規 雇用 者 、 民 間 サ ー

ビス 労働 者 な どの 利 害 も、 中核 産 業 の 中核 労 働 者 層 の そ れ と対 立 す る
。 しか し、 今 日の 主要 な 、

沈 黙 を止 め た ア ウ トサ イ ダー 層 は 、 自 らの 組 織 的 枠 組 み(既 存 の 組 織 、 組 織 化 過 程 を 問 わ ず)を

も っ て い た か ら こ そ、 組 織 間 の 対 立 、 紛 争 と し て 表 現 し え た。 ス ウ ェ ー デ ン のLO対TCO:

SACO/SRや イ タ リア のCOBASの 事 例 で も明 らか な よ う に、 「階 級 内紛 争 が 、 既 存 の 組 織 的 境

界 と一 致 す る程 度 に 応 じ て、 政 治 化 と組 織 の 断 片 化 の 源 泉 と な る 傾 向 が あ る」(Golden/

Pontusson,92,p.37)o

「労 働 者 階 級 利 害 の物 質 的 断 片化 お よび 賃 金
、 職 務 に対 す るい っそ う先 鋭 化 した競 争 に よ る分

化 」(Golden/Pontusson,92,p.323)が もた ら した 「階 級 内 の 配 分 紛 争 」(Golden/Pontusson
,

92,p.327)と しての 組 合 組 織 間 の対 立 、 紛 争 に 至 る要 因 は 、 何 か 。 こ れ まで の抑 制 され て きた 利

害 の相 違 が 明確 に な っ た(Hyman,94,p.113)と い うよ り、 「労 働 運 動 内 の主 要 な組 合 分 割 線 の

変 化 の結 果 と して の 組 合 行 動 お よび意 思 決 定 の一 種 の 内部 麻 痺 」(Golden/Pontusson
,92,p.322)

と して捉 え る方 が 、 妥 当 で あ ろ う。 労 働 組 織 に お け る支 配 的 な 中核 労働 者 層 が 相 対 的 に縮 小 な い

しは分 解 の過 程 に 入 った か らで あ る。

組 合 の集 権 化 、政 治化 へ と導 い た ネ オ コー ポ ラ テ ィ ズ ム下 の70年 代 に は 、 経 済 的 要 因(イ ン フ

レ、 景 気 後 退)に 基づ く所 得 政 策 の政 治 的 意 義 が 、 中央 の政 治舞 台 に お け る組 合 の 存在 、 そ の 影

響 力 を維 持 し、 補 強 した。 産 業 お よび 雇 用構 造 の 転 換 はす で に始 ま っ て い た が 、組 合 組 織率 は低

下 す る どこ ろか 上 昇 し、 賃 金 抑 制 に よ る賃 上 げ 幅 は低 下 した もの の、 労 働 者 の実 生 活へ の影 響 は

大 き くは なか っ た。

これ に 対 し80年 代 以 降 の経 済 的 変 化 の影 響 は 、 深刻 で あ っ た。 市 場 お よ び生 産 構 造 の 国 際化 と

競 争 の 激 化 は 、 「政 府 の政 策や 政 治 的圧 力 に よ って もはや 濾 過 され ず 」(Golden/Pontusson ,92,

p.321)、 中核 産 業 の 中核 労働 者 とそ の代 表組 織 で あ る組 合 を直 撃 した。 ヴ ィ ッサ ー も指 摘 す る よ

うに 、80年 代 初 頭 ま での 失 業 率 の 上 昇 は、 組 合 組 織 率 に影 響 を与 えて い な い。 製 造 業 の組 織 率 は

70年 代 末 まで 上 昇 し、80年 代 末 に その 減 少 が 始 ま る。70年 代 まで の 失 業 が 文 字 通 りの周 辺 労 働 者

(そ の 多 くが 組合 に 組 織 され ず 、 発 展 か ら取 り残 され た地 域 の 技 能 を も た な い女 性 、 移 民 、 高 齢

者 な ど)で あ っ た 。 しか し、 そ の 後 の 中核 的 な製 造 業 の リス トラは 、 組合 員 で あ る 中核 労働 者 を

失 業 に巻 き込 ん で い った 。

ま た、 経 済 的変 化 に 対 す る各 国 政 府 の 規 制 力 の 低 下 は、 政 府 に と って の 「労働 組合 の合 意 、 そ

してパ ー トナー と して の 存在 を必 要 に した 」(Regini,91,p.146)。
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4イ タ リアのマ クロ協調(コ ーポラテ ィズム)の 試み

70年代前半期 までのイタリアの主要な利益媒介システムは、労使双方をも包摂す る旧来のクラ

イアンテル形態に依存し、かつ労使の労使関係戦略は、ネオコーポラティズムに遙かに距離を有

していた。 とくに、伝統的な 「紛争 ・多元的」モデルの典型であった69年 「暑い秋」 を契機に跳

躍 した労働組合には、その枠組みとの決別 は論外 であった。60年 代末か ら70年代始めの諸種の
厂改革闘争」 も当然その枠内にあったが、その一つの 「年金」改革において、CGIL単 独で発 し

た69年3月 ゼネス トは、CISLお よびUILの 各中央指導部の撤退にも拘 らず、その傘下にある産

別組合の自主的参加 と相 まって成功裡に終わった。その結果、政府 と労働組合 との直接交渉を始

めて成立させ、社会改革のエージェン トとしての労働組合に、政党を越えた政治化への道が用意

される。組合の大衆的利害集合機能を政府(中 道左派政権)が 無視 できず、政府の正当性を維持

するために組合の信任 を必要 とする時代の幕開けであ り、それは、公的には、組合の政党か らの

自律化への開始でもあった。

さらに、連合(全 産別)、 産別、地域、企業の四つのレベルが存在す る団体交渉は、力関係を

背景に、連合レベルに最重点を、企業 レベルにその補完的機能を与えることにあった。72年 総連

合(三 大労組の統一体)の 結成 と団体交渉の集権化にみあった組織構造 として、三大労組は傘下

の産別組合 を 「合体化」 と呼ぶ組織再編統合に着手す る(岩 本、94p.133-7)。 しかし、まだし

ば らくは、「暑い秋」に勢いを駆 った力関係が産別交渉の役割 を決定的にし、連合 レベルを 「獲

得の地平ではなく、単なる制約のそれ」(Accornero,92,p.129)に 化 した。

75年1月 スカラモービレ(物 価調整手当)4)改 定協定は、政労使の三社協定の源流であり、そ

の意味でイタリアのネオコーポラティズム期 としての77-9年 「国民的連帯」期への跳躍台であっ

た。それ故に、多元的モデル とネオコーポラティズムモデルの両側面 を兼ね備 えていた。多元的

モデル として、労使交渉があくまでも主軸であ り、政府は協定の承認 と他セクターへの拡大普及

を目的 とした事後的関与でしかなかったこと。労働組合の平等主義 を基礎にした利害要求集合能

力を前提に、フォーディズム生産体制が要求する労働者大衆の購買力の防衛 を目的にした所得管

理 という経済市場の産物であったことが挙げられる。

ネオコーポラティズムモデルとして、交渉 ・協定の実行者は、従来の産別組合か ら総連合 とい

う全産別 を糾合す る国民経済レベルに移行 したこと。直接的な交渉事項ではなかったが、間接的

に労使紛争を抑制 し労使関係の不安定度 を軽減 した。深刻なインフレ下にあって、「暑い秋」お

よびフォーディズム生産の担い手であった下層ブルーカラー(半 熟練工)に 利 したスカラモー ビ

レの単一 ポイントの導入がなかったならば、賃金防衛のための労使紛争はより破壊的になってい

ただろう。そして、「これ以降の所得政策および経済政策は、労働 コス ト事項によって条件づけ

られることとなる」(Bordogna,85,p.183)。

77-9年 「国民連帯」期 は、 自他 ともに認めるネオコーポラティズム体験であった。まず、

PCIを 含む 「多極共存主義」内閣5)の成立は、組合 にとって親労働党政権に近い前提ができ、ネ

オコーポラティズム=政 治的交換への戦略転換は、78年2月 「EURの 転換」(総 連合大会)お よ

び79年11月 「モンテシルバーノ改革」(三 大労組統一会議)に おいて確認された。前者では、団

体交渉を通 した賃金、労働条件改善の獲得(経 済市場)と 政治市場 を通 した社会改革要求 という

二つの任務 を同時的に推進す るという 「暑い秋」以来の戦略が断念 された(Lange,82,)。 この

経済市場行為の政治市場のそれへの従属は、経済市場における賃上げ要求の抑制 とのバーターに
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よる政治市場での便益の獲得であった。6)

それを確実にするために、後者の集権化への組織構造の再調整が必要であった。労使関係およ

び組織構造の集権化は、交換手段の一つである企業レベルの紛争の抑制 とコン トロールを目的と

していた。すなわち、(企業および産別 レベルの)下 部基盤の紛争、異議申し立てを中央の政治

的土俵における配分紛争に移転することにあった。背負った社会改革工一ジェン トの役割、経済

市場における便益(大 幅賃上げ)獲 得の見込みのなさ、そ して何 より既に始まっていた 「産業構

造の再転換に対する組合介入のチャンネルの不在」(Barca,89,p.52)は 、「包括的」利益集合機

能 と利益代表独 占を準備す る集権化、交換相手としての親労働党的政権の現出 と相 まって、ネオ

コーポラティズムに向か う促進要因となった。

他方、三者の合意に基づ く所得政策(イ ンフレ克服、紛争規制)が 経済回復に とって、政府は

不可欠 と、使用者は 「セカン ドベス ト」(Regini,91,p.145)と 考 えた。賃上げ抑制 と紛争のコン

トロールに提供された代償のほとんどは、政府の保証によって実現可能な長期的便益であ り、使

用者が獲得した便益に比 して、期待 したそれを直接的、至近距離で認知するのが困難であった。

これは三者による定期的かつ公的な中央交渉 ・協定 ・法制化 として制度化 されてい く。

厂国民的連帯」期は、たった2年 の命脈を保ったにす ぎない。確かに、組合のレーゾンレー ト

ルであ り、70年代の組合の成長を可能にした紛争 ・多元型モデルを放棄することによって成立し

たが、それ故に、マクロコーポラティズムに対する反対 ・抵抗は尋常ではなかった。この戦略転

換を実現 したが、同時にそれを短命に終わらせた要因は何か。それは、「平等主義」イデオロギー

のシンボルであった「スカラモービレ」制度に対するアンタッチャブルである。そのために支払っ

たコス トは余 りにも高価であった。「スカラモービレ」 を不可侵の聖域 として立案された組合の

賃金抑制策は、基盤の中核労働者(半 熟練工)の 「生活水準を ドラスティックに抑圧することな

く、インフレの管理を目指す」(Cella,79)も のであった。 インフレに対 して過度に保護 されて

いたアブノーマルなスカラモービレの廃止(金 融 ・保険部門が対象)、そして退職手当をスカラ

モービレの適用からはずすことであった。

79年PCIの 戦 略 再 転 換(政 府 反 対 派 へ)、80年FIAT争 議 の 決 定 的 敗 北、82年

CONFINDUSTRIA(工 業部門の使用者団体)の75年 「スカラモー ビレ協定」の破棄通告の後、

83年1月 に締結された 「スコッティ(労 働 コス ト)協 定」は、皮肉にも初めて公式の三者協定で

あった。政府は、「国民連帯」期における労使 中央交渉の外部的支持から、便益を積極的に供給

す る役割へ と転換したが7)、ネオコーポラティズム=協 調には距離 をお く性格を呈 した。すなわ

ち、時の政府が社会的パー トナーとして認知するには組合の弱体化が進み、使用者は、市場論理

と経営権復活を前提にした生産の差異化、フレキシビリティー化に基づ く労使関係および労働力

管理の企業別差異化戦略を求めていた。 しかし、使用者および政府の組合に対する威嚇かつその

結果 としての、三者合意に基づ く成果に結実 しなかった。8)
「スカラモービレ」改訂9)および労働力の弾力的運用 と交換に組合が獲得 した便益 は

、特定の

中核労働者(安 定 した正規雇用者)の みを対象 とし、それ以外の周辺的部分に対 しては、口約束

で終わるかも知れない保障内容でしかなかった。組合は、「国民連帯」期には、中核労働者を軸

にその他の部分の利害を階統的に集合 ・秩序づけることによって、幅広い労働者の利害を 「包括

的」に代表 した。83年 協定では、組合の非代表者の範囲を限定することによって、中央の政治市

場の空間は縮小 された。それは、70年 代の中心的な目標であった社会改革事項 、(産業構造の再転

換、年金、南部開発など)が 事実上放棄され、短期的で直接の便益が追求 されたことに表現され

9



ている(前者の社会改革的諸事項は、政党へ移転す ることによって、組合の政党への従属が再開

す る)。

70年代末には、ネオコーポラティズムの前提条件である、少数の組織によって労働者の利益を

「包括的」に代表 し(少 数組織による代表権の独 占)、 したがって、分配に関する不一致、紛争

を組合内に内部化することができた。少なくともこの条件が不充分な場合の機能的等価項である

三大労組の統一、(階級的)連 帯イデオロギーの作用(Regini,87,133-4)は 、存在 した。83年

協定では、機能的等価項が危機にさらされ、周辺的利害 を犠牲にする協定内容によって、分配紛

争を内部化し広範な労働者利害の集合 とその代表独 占志向を断念 し、その結果、利害の断片化の

表出を容易にする条件 を生み出した。 レジー二は、「国民的連帯」の到達点ではなく、 より現実

的な限定的解決を目指 した特別なadhoc交 換による協定(Regini,91,p.131)と 指摘する。

84年2月 「欠落 した統一協定」は、83年 協定の未だ瞹昧だった特徴 をより明確に提示した。組

合はすでに労働者の利害集合機能、すなわちその代表権 と代表能力を著 しく減退していたが、三

大労組の分裂は、代表独 占への道を完全に閉鎖 した。さらに、赤字財政、インフレの一層の高進は、

政府による組合への便益の供給 を困難にした。賃上げ抑制(ス カラモービレの3ポ イン ト削減)

の代償は、直接的便益から一転して長期的に実現する不渡 りかも知れないインフレ抑制であった。

インフレ抑制は、70年 代の経済市場より政治市場における交換に組合を向かわせた資源であり、

実際に獲得できるならその他の便益を必要 としない公共財である。レジー二が強調するように、

この時点で従来の所得分配の紛争調整か ら負担すべ きコス トを如何に公平に配分す るかの問題に

移行 した(Regini,91,p.133)。 すなわち、政府の供給する資源が充分に信頼性があるか否かでは

なく、インフレ抑制 という共通の 目標に雇用者以外の諸社会集団を動員できるか否かが中心的課

題 となった。すでに衰退しつつあった組合の利害集合 という凝集力および求心性は、それを過重

な役割にし、中央の政治市場での交換 を最終的に終焉させた。

83年協定には、企業交渉のコン トロールを規定することによって(団 体交渉レベルの階統的集

権化)、75年 以来の紛争低減の目標が始めて成文化 した。別稿で述べ たようにその後、労使の力

関係の逆転により目標が紛争低減からインフレ抑制に一元化され、今 日に受け継がれるものの、

企業交渉は中央レベルのコントロールを越えて拡大 してい く。 と同時に、三者交渉 ・協定は、主

に労使関係の制度化 と整備 を中心に展開されてい く。

5.平 等主義の普遍主義原理の制覇と衰退

ア ッ コル ネ ロ(CGILの 理 論 家)は 、80年FIAT争 議 を 締 め く くっ た 「4万 人行 進 」 を労 働 者

主 義operaismoの 葬 送 、85年 「ス カ ラモ ー ビ レ」 に 関 す る 国 民 投 票 のPCI提 案 の 敗 北 を保 証 主 義

garantismoの 葬 送 と称 し、70年 代 の 賃 金 平 等 主 義 に起 因 す る 前 者 の 「社 会 的 漏 水 」 と後 者 の

「政 治 的 拒 絶 」 を露 に した と述 べ て い る(Accornero
,82,p.35)。 本 節 で は、 「暑 い 秋 」 に始 ま り

「紛 争 ・多元 」 型 労 使 関 係 か ら転 換 し、 ネ オ コー ポ ラ テ ィ ズ ム の試 み とそ の 失 敗 ま での70年 代 の

労働 組 合 を支 え た イ デ オ ロ ギー 的 、文 化 的 背 景 を探 りた い。

80年 代 に ネ オ リベ ラ リズ ム を初 め とす る市 場 論 理 お よび個 人 主義 が復 権 す る ま で、 戦 後 の ヨー

ロ ッパ に お い て、 保 守 で あ れ 革新 で あれ 、 経 済 関 係 の規 制 者 と して 、社 会 福 祉 お よ び保 護 の供 給

者 と して の 「社 会 国 家 」仮 説 を前 提 と した政 策 が 主 流 で あ った(Hyman,94,p.117)。 こ の 「社

会 国 家 」 を形 成 す る主 要 な 方 式 が ネ オ コー ポ ラ テ ィズ ム で あ り、 それ を組 合 の イ デ オ ロギ ー ・文
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化的次元で支えたのは、集合主義であった。この集合主義は、フォーディズム生産部門の中核産

業における半熟練工 という相対的に同質的労働者集団を中核においた。

工業化段階における熟練工 コミュニティを基礎 とする職業別組合は、集団の境界が厳格な 「結

社」モデルであった。それに対 し、この半熟練工を組織する組織構造 と様式は、産別組合 を軸 と

する多少 とも 「包括的」(階 級的)性 格 を有する 「全般的普遍」モデルである。そして、前者の

集合主義は、労働力独 占と相互扶助 という集合財供給に、後者のそれは、賃金や処遇の平準化、

雇用機会の均等な配分に代表 される平等主義に依拠していた。 しか し、これら 「包括的」性格の

組織や平等主義の発現形態は、各国に一様ではなかった。

平等主義に基づ く賃金格差の是正は、ILOの 「同一労働同一賃金」政策に代表 され、スウェー

デンLOの 連帯賃金政策 を初め として70年代 までの賃金政策に反映されている。イタリアの賃金

平等化路線は、69年 夏のFLM(金 属機械産別労組)労 働協約改訂案 に端 を発する。それまでの

定額および職務レベルに対応する比率による賃上げ案か ら、「全員に同一賃上げを」要求10)に移

行 した。この 「全員に同一賃上げを」基準は、他産業に波及すると同時に、75年 「スカラモービ

レ」改訂のみならず各産別協約の最低賃金、年金の指数化、企業奨励金などの算定基準に多大な

影響 を与えてきた。

金属機械産業の賃金格差(「 スカラモービレ」 を含まない全国協約で決定されるブルーカラー

の最低 レベル とホワイ トカラーの最高レベルとの差)は 、66年 の100/265か ら70年100/231、73

年100/198、76年100/177、78年100/173、82年 の100/134へ と縮小 してい く。実質賃金格差の

パ ラメー ターの推移 は、76年100/275、78年100/260、82年100/220で ある。 しか し、80年 代後半

には再びこの格差は拡大 していく(89年 各100/140、100/247;表1参 照)。

表1統 一職階制度 と賃金格差(金 属機械産業 ・民間)

労働者の配分(%)

職 階 レベ ル197619821989

産別協約 決定 の賃金

197619821989

実質 賃金

197619821989

下級管理職 4.00 142,7 292,3

ホワイ トカラー
及 び職長

7

6

5°s

5

4

3°

2

計

1

4

3

6

3

1

0

713

938

142

939

322

720

420

713

4411

722

2210

822

670

070

15

93

21

52

96

50

10

176

166

145

135

118

113

106

6134

2127

4121

0117

5111
・1:

9104

2140

4126

2120

1116

3111

2108

8104

3

5

5

6

0

0

7

22,1727,6531,37平 均142,0122,1122,4

275

219

179

161

135

122

107

3219

8165

5145

5134

0123

0115

2104

6246

7183

1152

4141

3121

1111

3100

7

9

4

3

7

6

2

177,7154,8166,5

ブル ー カ ラー

5

4

3

2

1°

計

全 体

8.8612,4613.43

19.0021.6619.85

38.7335.4025.85

10.482.705.32

0.760.120.18

77,8372,3564,63平 均

100,0100,0100,0平 均

129.3117.1116.6

117.5111,3111,0

111.6.108.2108.0

105.5104.8104.7

100.0100.0100.0

114,1110,5110,5

120,3113,7115,4

142,9126,7135,4

130,2117,2124,8

122,2112,6118,6

111,9105,9107,2

100,0100,0100,0

124,9116,3123,0

136,6127,0143,4

出典:Federmeccanica
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75年 「ス カ ラモ ー ビ レ」 改 訂(単 一 ポ イ ン トと 自動 化 の 導 入)は 、 さ らに賃 金 平 準化 を促 進 し

た。 実 質 賃 金 に 占め る 「ス カ ラ モー ビ レ」 の 比 率 は 、 改 訂 前 の75年23.5(ブ ル ー カ ラー)、22.9

%(ホ ワ イ トカ ラー)か ら、 改 訂 後 の79年 同48.9、40.0%11)へ とそ の比 重 を著 し く高 め た 。 この

比 重 は 、図2に 見 る よ うに労 働 者 階 層 の 下 層 ほ ど著 しい。こ の よ うに 「全 員 に 同 一 賃 金 を」 要 求 、

お よ び そ の制 度 的 軸 と して の 「ス カ ラモ ー ビ レ」は 、 ブ ル ー カ ラー 内 の賃 金 の 平 準 化 の み な らず、

ブ ルー カ ラー とホ ワ イ トカ ラー の 賃 金 格 差 の是 正 を もた ら し、 平 等 主 義 イ デ オ ロギ ー を現 実 化 し

た。 他 方 、 高進 す るイ ン フ レ圧 力 か ら賃 金 の購 買 力 を防衛 す る と 同時 に、 イ ン フ レ を悪循 環 の 渦

の 中 に 閉 じ込 め た。

図2職 階 レベル別実質賃 金(月 額)に 占め るスカラモー ビレの割合(%)

(i979年 ・ミラノ県)
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ブルーカラー とホワイ トカラーの近接化は、賃金面だけでなく企業内処遇に関しても実現 し。
既述の如 く、ブルーカラー/ホ ワイ トカラーの賃金格差を54年以来始めて1対2以 下にもたらし

た73年FLM全 国労働協約において、ブルーカラー/ホ ワイ トカラーの 「統一職階制度」が導入

された。従来のブルーカラー(5階 層6賃 金レベル)、職長(2階 層2レ ベル)、ホワイ トカラー

(4階 層5レ ベル)と 各々別個に処遇されていたのを、三者を少な くとも公的に同一基準で処遇

し、その階層数 を著 しく減少させた。 ヨー ロッパでは希有な賃金 と処遇におけるブルーカラー/

ホワイ トカラーの接近は、 しかし、スカンディナ ビア諸国に比べて、世帯(家 族)所 得に代表 さ

れる社会階層格差の解消に寄与 しなかった。

その原因を解明する一つの手がか りとして、ピッツオルノの分析は示唆的である。戦後の労働
組合運動の類型 として、対極に位置するイタリア とスウェーデンは、何れ も階級的性格(イ デオ
ロギー)と 集権性を有 していたが、それは使用者団体に対する組合の脆弱性に起因した。相手方

に対抗 しうる組合の政治力の獲得は、社民党政権によって与えられたスウェーデンに対 し、イタ

リアでは、下部基盤の運動によってもたらされた(Pizzorno,76 ,P.165-170)。 その結果、スウェー

デンの賃金平準化 ・平等化が、主に中央レベルの産業間格差の是正や税制改革によって実現 した

のに対 し、イタリアでは、専 ら職場レベルの是正に集中した。

両者の対照は、組織構造および様式にも反映した。労働組合の組織基盤は、製造業、 とりわけ
フォーディズム生産体制が支配的な金属機械産別のブルーカラー労働者であったが、ネオコーポ

ラティズム下にあっては、他の諸階層の利害をも代表 しなければ利害統合および代表の正統性を

失 う。この意味において階級的=大 衆的な利害を代表する、「包括的」な性格を有 した。1934年 、

当時のスウェーデン社会民主党内閣は、労働協約を組合員資格を越えて適用するというその範囲

拡大 を規定す る法制化の提案 をしたが、LOは 組合加入の誘因を減退させ るという理由で拒否12)

し、今 日まで頑なにそれを守っている。 したがって、行為様式は 「包括的」であっても、組織様

式(代 表 ・被代表関係)は 、「結社的」である。

イタリアの組合は、行為、組織様式のみならず、組織構造をも 「包括的」性格によって特徴づ

けられ、「暑い秋」によっていっそう強化 されるが、80年代始めの組織率の低下 と利害の断片化、

異質化によって示される組合の代表(権)お よび代表能力の危機 まで論議の対象にもならなかっ

た。戦後の組合 システムは50年代に成立するが、二つの要因が 「包括的」性格 を体現することに

寄与 した。一つは、47年 制定の 「共和国憲法」第39条4項 であり、 もう一つは、戦前からの遺産

であるイデオロギーおよび組合の脆弱性の継承 である。イデオロギー と組合の脆弱性は、相互補

完的である。

ピッツオルノは、「結社的」か 「階級的」かの相違の起源を、労働組合成立時における労働市

場要因13)の存在を指摘する(Pizzorno,76,p.159-160)。 すなわち、労働者の労働市場における

競争力の強弱に起因し、さらにイデオロギー要因がヨー ロッパの組合成立に影響 を与えた。労働

者政党(社 会党、社民党)に よって、組合が結成および指導 され(イ ギリスは逆)、 その結果、
企業外の集権化 した組織構造 と政党依存の特質を付与することとなった。イタ リアの組合は、こ

の特質 を 「暑い秋」まで維持する。脆弱な組合は、使用者か ら獲得 した直接的な便益 を労働者に

供給す ることが難しい。 したがって、イデオロギー要因と相俟って、長期的かつ普遍的な利益の

期待を供給せ ざるをえない。
「暑い秋」の高揚の中で制定 された70年 「労働者憲章

」法によって、企業内組合組織 としての
「代議員(工 場)評 議会」が承認されたが、ここに改めて、組合員資格に関係なく全労働者の代
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表機関 という 「階級的」性格が規定された。この普遍主義的原理を採用 した公式な組織構造は、

組合員 と非組合員の利害を完全に一致させる組織様式 と行為様式を不動にした。他方、組合の組

織基盤の拡大 ・強化は、組合の統一、72年 総連合(三 大労組統一体)の 結成に向かってい く。異

なった三っの組合組織の結合14)は、包括的な利害を、階級的に代表することによって正統化された。
「階級的組合概念と一体 となった階級的イデオロギーは、統一の友、差異の敵 という労働界の

平等的、普遍主義的観点 と調和 した」(Accornero,92,'p.273)。 「労働者階級の代表(権)を

CGILと 争奪す るために誕生 した」「穏健的組合 のCISLと 改良主義的組合 のUIL」 が、CGILの

「最大限綱領主義的要求と過激な紛争形態」(Accornero
,92,p.51)に 同調す る要 となったのは、

普遍主義原理による 「包括的」かつ 「階級的」組織構造 と 「階級的」イデオロギーに基づ く 「賃

金平等化」要求であった。「包括的」性格の行為様式、組織構造および様式の収斂が、アンタッ

チャブルのシンボルとしてのスカラモービレであった。

84年 三大労組の分裂後、CGILは 依然 として 「階級的」な全般的普遍モデルに執着 し続けた。

公式に組合機関でなくなった代議員評議会に代わってSSA企 業組合支部 を機能 させ るとともに、

組合員のみに適用される福利厚生サービスの供給を重視するように、CISLは60年 代 までの 「結

社」モデルに回帰した。 しかし、93年 の代議員評議会の後任 として設置が承認(政 労使協定)さ

れたRUS厂 統一組合代表機関」は、基本的に、普遍主義原理に依拠 した 「包括的」性格 を継承

した。

90年代始めの各組合の追求す る組合像 は、CGILの 労働界の全部門の代表者たらん とす る 「諸

権利の組合」、CISLの 政治交渉を重視する 「連帯の組合」そしてUILの 消費者、供給される製品、

サー ビスの利用者の代表者であらんとする 「市民の組合」である。これから判断す る限り、少な

くとも 「包括的」性格 と決別する方向に向かっていない。

(注)

1)ネ オ コー ポ ラ テ ィ ズ ム 概 念 と して 、 シ ュ ミッ ター の 「利 益 媒 介 シス テム 」、 レー ム ブ ル ッフ

の 「政 策 形 成 シ ス テム 」が代 表 的 で あ る。 イ タ リア の 場合 、 レ ジー 二 は前 提 条 件 の 欠 落 を理 由 に、

「コー ポ ラ テ ィ ズ ム」 で は な く 「協 調 」 の 用 語 を使 う
。

2)マ クロ レベ ル は全 産 別 を糾合 す る国 民 経 済 レベ ル、 そ れ よ り下位 の 全 国 産 別 、 地 域 、 企 業 レ

ベ ル を ミ ク ロ レ ベ ル と し て 扱 う こ とが 多 い が、 ヴ ァ ッ セ ンベ ル グ の よ う に(Lehmbruch/

Schmitter,82,山 口訳 ・II、84年 、124頁)、 全 国 産 別 レベ ル を メ ゾ レベ ル と して 扱 う場 合 が 増

え て きた。

3)使 用 者 は、 どち らの レベ ル を優 先 させ るか の 選 択 が 可 能 で あ るが 、 労働 組 合 は、 実 際 に選 択

の ため の戦 略 的能 力 を欠 い て い るた め 、 選 択 で き な い。 上 位 レベ ル の行 為 が 可 能 な組 織 を確 立 し

た場 合 に お い て の み、 選 択 で き る よ うに な る(Crouch,94,p.197)。

4)別 稿(岩 本 、96)に も述 べ た よ うに 、 それ ま で の賃 金 に 比例 した物 価 調 整 手 当 ス カ ラ モー ビ

レ を、 そ の算 定 基 礎 を一 元 化 す る こ とに よ って 、 賃 金 の高 低 に か か わ らず 物 価 上 昇 に伴 っ て 自動

的 に 等 し く手 当 を増 加 させ る シ ス テ ム で あ っ た。 以 前 は、 低 所 得 者 ほ どイ ン フ レの 脅 威 に さ ら さ

れ た の に対 し、 低 所 得 者 は平 均 イ ン フ レ率 よ り少 し上 回 る よ う調 整 さ れ る よ うに な っ た。 「ほ ぼ3

0年 聞機 能 して きた 賃 金 制 度 の 本 質 的 転 換 」(Accornero,92,p.80)を は か った 「平 等 主 義 」 的 賃

金 制 度 の 導 入 で あ っ た。 こ の平 等 主義 的 賃 金 制 度 の 成 立 の理 由 を、 他 国 で は 類 を見 な いユ ー トピ

ァ 的性 格 と考 え な け れ ば、 そ の後 の組 合 に よ る頑 強 な防 衛 姿 勢 を理 解 しえ な い とア ッ コ ネ ロ は指
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摘 す る。

5)ベ ル リ ン グエ ルPCI書 記 長 主 導 の 「歴 史 的 妥 協 」 に よ るPCIの ア ン ドレオ ッテ イDC内 閣 へ の

閣 外 協 力 を含 め た大 連 合 政 権 の こ と。 馬場(91,348頁)参 照 。

6)組 合 へ の代 償 と して こ の期 間 に 成 立 した法 律 第675号(産 業 構 造 の再 転 換 計 画) 、 法 律 第285

号(青 年 の 雇 用 促 進 計 画)な どは 、 誰 もが失 敗 と認 め る よ うに 有効 な結 果 を産 出 しなか っ た。 他

方 、 企 業 へ の 代 償 と して の暫 定 措 置法 第5号(企 業 交渉 に よ る賃上 げ の補 槇 を実 施 しなか っ た企

業 に 対 し、 社 会 保 険 料 の企 業 供 出金 の 国庫 負担 へ の転 化 とそ の財 源 の付 加 価 値 税 増 税 へ の 転 化 を

決 定 し た措 置)は 、CIG所 得補 嗔 金 庫(レ イ オ フ 基 金)改 定 と と もに 、 企 業 の 国 庫依 存=政 府 の

財 政 的 企 業 救 済 が 飛 躍 的 に高 まっ た(社 会 保 険 料 の 国庫 肩 代 わ りは 、 国 家 予 算 中の社 会保 障 費 目

全 体 の30%を 占め た)。 これ ら の 中 に は 、 後 の 交 渉 に よ る修 正 が 可 能 な 「最 低 基 準 」 で は な く、
「最 大 基 準 」 の 規 定 が 示 す よ うに

、 組 合 側 の 自律 性 に対 す る コ ン トロー ル 技術 が 導 入 され た。

7)77-9年 協 定 で は、 労 使 の合 意 ・協 定 後 に 法 制 化 、 な い しは政 府 と組 合 の合 意 後 に 労使 の 中

央 協 定 化 と して進 行 した。労使 の 交 渉 ・協 定 と労使 双 方 に 対 す る仲 介 ・規 制 を保 障 す る こ とか ら、

公 共 支 出 に よ る労使 双 方 の コス ト軽 減 措 置 。

8)す で に そ の徴 候 を顕在 化 して い た 三 大 労 組 間 の 不 一 致 、 不 和 が この協 定 内容 をめ ぐっ て顕 著

に な り、 そ れ に対 し政 府 は組 合 の選 別 を開 始 した 。

9)ス カ ラ モー ビ レは 、単 一 ポ イ ン トを維 持 した が 平 均15-8%低 下 す る よ う見 直 され た。 フ ィ

ス カ ル ドラ ッグ の低 減 、 家族 手 当 の 引 き上 げ に よ る実 質 賃 金 の維 持 、労 働 時 間 の 削 減 、 労働 市 場

の 積 極 的 コ ン トロー ル(採 用 促 進 、 人 員 整 理 の抑 制) 、 公 共 サ ー ビス(保 健 衛 生 、 社 会 保 障 の価

格 に 関 す る政 府 の約 束)な ど。

10)60年 代 に は、 実 質 的 職 務 内容 と一 致 した賃 金 、 お よび 使 用 者 裁 量 に基 づ く個 別 的 実 績 昇 給分

(能力 主 義 的 配 分)の 制 限要 求 に根 ざ した パ ラ メー ター 差 は拡 大 した が、 「全 員 に 同一 賃 金 を」

要 求 は 、 それ を著 し く縮 小 した。 そ れ は、 週40時 間 労働 に 対 して48時 間分 の賃 上 げ と して実 現 し

た。 さ らに 、 賃 金 決 定 にお け る使 用 者 裁 量 を コン トロー ル す る こ とを 目的 と して企 業 交 渉 が発 展

した とFLMは 評 価 す る(Bergamaschietal.,80,p.44-5)。

11)三 者 の 中央 協 定 に よ る その 縮 小 改 訂 後 に お い て も、88年 同47 .2、35.6、91年 同49。7、38.5%

で あ る(ミ ラ ソ県 製 造 業4産 別 の 平 均 実 質 賃 金;出 典:Assolombarda)。

12)Cameron,D.R.,1988,Politics,PublicPolicyandDistributionalinEquality:aCompara-

tiveAnalysis,inShapiro,1./Reeher,G.,PowerinEqualityandDemocraticPolitics,Boulder

WestviewPress.を 参 照 。

13)「 結 社 的」 の代 表 で あ るア メ リカ で は 、工 業 と農 業 の 労 働 市場 が 共 存(農 業 に よ る労働 力 の

吸 収 力 の 維 持)し て い た の に対 し、 「階 級 的 」 が 優 位 す る ヨー ロ ッパ で は、 専 ら農 業 が排 出 す る

労 働 力 を工 業 が 吸収 し た。

14)こ の 時 点 で 、CGILは 従 来 の 地 域 構 造 に 基 礎 を お く総 合 主 義generalismoか ら産 別 組 織 に 基

礎 をお く産 業 主 義indusrialismoへ と転 換 し、CISLは 、 ビ ジ ネ ス ユ ニ オ ニ ズ ム の 「結 社 的 」 モ デ

ル 志 向か ら 「階 級 的 」 モ デ ル へ と転 換 す る。
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